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政治資金監査における領収書等の取扱いについて 
 

 

政治資金規正法においては、国会議員関係政治団体の会計責任者

は、すべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記

載した領収書その他の支出を証すべき書面（以下「領収書等」とい

う。）を徴さなければならないこととされている。 

実際の会計実務に当たっては、支出の相手先によって様々な様式

の書面が発行されているところであり、想定される事例については

以下のとおり。 

 

１．政治資金規正法上の領収書等に該当すると思われるもの 

 

●国税領収証書（①） 

●自動車税納税通知書兼領収証書（②） 

●請求書兼口座引落しの案内（③） 

公共料金の請求書など、請求書とともに前月分の領収書が添付

されている場合（ＮＴＴドコモのｅビリングなど、パソコン画

面上で確認できる形式のものを含む。）。 

●振込手数料の領収書としての振込明細書（④） 

振込明細書は振込手数料に係る領収書等として取り扱うことが

可能。 

●コンビニやスーパーが発行するレシートや切符の自動券売機等

が発行する領収書 

 

２．領収書等として取り扱ってよいか判断し難いもの 

 

●支出の目的に「お品代」と記載された領収書（⑤） 

会計帳簿等との突合により、領収書等の「お品代」の記載が妥

当であると判断されるものについては、領収書等として取り扱

うことが可能か。 

●支出の目的に「請求書のとおり」と記載された領収書や支出の

目的が請求書に記載されているもの（⑥） 

請求書と一体のものについては、領収書等として取り扱うこと

が可能か。 
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●領収書等の記載では支出の目的が判然としないもの（⑦） 

領収書のみの記載では支出の目的が判然としないが、会計帳簿

等との突合により支出の目的が類推できるものについては、領

収書等として取り扱うことが可能か。 

●支出の目的が記載されていないもの（⑧） 

領収書自体に支出の目的は記載されていないが、発行者情報等

により支出の目的が類推できるものについては、領収書等とし

て取り扱うことが可能か。 

●物品やサービスの購入先以外の者が発行するもの（⑨） 

運送会社の代金引換を利用した際に発行される領収書は、運送

会社が発行したものであり、物品やサービス等の購入先が発行

したものではないが、物品やサービス等の購入先が支出を受け

たことを証すべき書面として領収書等として取り扱うことが可

能か。 

●発行者情報が欠けているもの 

支出を受けた者の氏名、住所、連絡先、印等の発行者情報がな

いことをもって直ちに領収書等に該当しないとすることはでき

ず、疑義がある場合は会計責任者等に対するヒアリング等にお

いて確認することとし、確認できれば領収書等として取り扱う

ことが可能か。 

 

３．政治資金規正法上の領収書等に該当しないと思われるもの 

 

（１）領収書等の３事項に欠けるもの 

 

●郵便局で支払をした場合の払込票兼受領証（⑩） 

支出の目的が記載されておらず、振込明細書に該当。 

●「但し○○代として」の記載がない領収書（⑪） 

発行者情報等により支出の目的が類推できるものを除く。 

●自動車税納税証明書（継続検査用）（⑫） 

支出の金額が記載されていないため領収書等には該当しない。 

●印字が読み取れない領収書 
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（２）「支出を証すべき書面」に該当しないもの 

 

●クレジットカードの月次利用明細書（⑬） 

口座振替予定額の通知であり、領収書等に該当しない。 

●ＥＴＣ利用証明書（⑭） 

ＥＴＣの利用額を証する書面であり、支出を受けたことを証す

る書面ではなく、領収書等に該当しない。 

●見積書・利用代金明細書・請求書・納品書 

いずれも支出を受けたことを証する書面ではなく、領収書等に

該当しない。 

●経費支出伺書・出金伝票・精算伝票 

政治団体の内部書類であり、支出を受けたことを証する書面で

はなく、領収書等に該当しない。 
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